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  平成27年８月20日に国外転出をすることとなった方が、納税管理人の届出をしないで、国外転出の

時までに準確定申告をする場合（国外転出の時までに対象資産の譲渡等がある場合） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国外転出の時（平成27年８月20日）に所有等している対象資産 

上場株式（銘柄等：Ａ不動産）  

・「国外転出の予定日から起算して３か月前の日の価額」     120,000,000円  

・「取得費」     100,000,000円 

２ 平成27年中において、国外転出の時までに譲渡等した対象資産 

(1) 上場株式 （売渡日：平成27年２月18日） 

・「収入金額」  1,400,000円        ・「必要経費」  1,014,000円  

・「差引金額」   386,000円 

 (2)  未公開株式（売渡日：平成27年４月24日）  

     ・「収入金額」   350,000円       ・「必要経費」   200,000円      

・「差引金額」   150,000円 

３ 給与収入 

   ・「収入金額」      17,450,000円           ・「所得金額」   15,000,000円 

 

【記載例２】（国外転出） 

≪記載手順≫ 

 

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書（兼納税

猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書）《確定申告書付表》」を作成します。

（２～３ページ参照） 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。（４ページ参照） 

「申告書Ｂ第一表」、「申告書Ｂ第二表」、「申告書第三表」を作成します。（５ページ参照） 

※ 申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法は、平成 27年分の手引きが公開されるまでは「平成 26年

分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ用」を参考にしてください。 
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※ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。記載方法がご不明な場合

は、最寄りの税務署におたずねください。 
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○市××町△△１－２－３ 国税 一郎 
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120,000,000 株式 Ａ不動産 
甲証券 

本店 
5,000株 100,000,000 22 1 12 
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○市××町△△１－２－３ コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

○○○－△△△－×××× 会社員 

120,350,000 
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100,200,000 
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20,150,000 
 

【記載例２】では、国外転出の時までに株式等の譲渡がありますので、「未公開分」欄には、国外転出

の時までに譲渡した未公開株式の収入金額等（１ページ事例説明２(2)参照）と、２ページの「国外転出

の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済があったもの

とみなされる対象資産の収入金額等」の「分離課税・株式等の譲渡（未公開分）」の収入金額等を合計し

た金額を記載し（注）、「上場分」欄には、国外転出の時までに譲渡した上場株式の収入金額等（１ページ

事例説明２(1)参照）を記載することとなります。 

(注) 国外転出時課税の対象資産が上場株式等であっても、「未公開分」欄に記載します。 

120,350,000 
 

1,400,000 

1,400,000 

1,000,000 

14,000 

1,014,000 

386,000 

386,000 

386,000 

27

－

２

－

３ 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第三表》 

準確定 

 

２７ 

○市××町△△１－２－３ 

１２０３５００００ 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

２０１５００００ 

１５００００００ 

２００００００ 

１３０００ 

２０５３６ 

３０８０４００ 

２７５４０００ 

 

 

 

５８３４４００ 

１４０００００ 

３８６０００ 

 

申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法

は、平成27年分の手引きが公開されるまで

は「平成26年分所得税及び復興特別所得税

の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ用」を

参考にしてください。 


